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令和５年度第３回地方独立行政法人茨城県西部医療機構評価委員会 

【協議事項説明書】 

 

協 議 事 項 
地方独立行政法人茨城県西部医療機構 令和４年度業務実績に関する評価

案について（小項目評価、全体評価及び大項目評価） 

資 料 

資料１ 令和４年度の業務実績に関する評価結果（案） 小項目評価 

資料２ 令和４年度の業務実績に関する評価結果（案） 全体評価及び大項目評価 

参考資料 経営分析指標に係る類似平均との比較表 

回   答 別紙「回答書」により、御回答願います。 

説   明 

 地方独立行政法人茨城県西部医療機構の令和４年度業務実績に関する評

価案について、令和５年度第２回茨城県西部医療機構評価委員会において、

評価委員の皆様からいただいた御意見を踏まえ修正を行いました。 

つきましては、修正を行った資料１及び資料２の評価結果（案）について

御確認のうえ、設立団体の評価案として適切であるかについて、回答書にお

ける「了承」又は「継続審議」のいずれかを選択して御回答いただきますよ

うお願いいたします。 

なお、「継続審議」を選択された場合は、併せて意見等を御記入いただきま

すようお願いいたします。 
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関係法令（抜粋） 

 

地方独立行政法人法 

（各事業年度に係る業務の実績等に関する評価等） 

第二十八条 地方独立行政法人は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年

度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、設立団体の長の評価を受けなけ

ればならない。 

一 次号及び第三号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度における業務の実績 

二 中期目標の期間の最後の事業年度の直前の事業年度 当該事業年度における業務の実績及び中

期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績 

三 中期目標の期間の最後の事業年度 当該事業年度における業務の実績及び中期目標の期間にお

ける業務の実績 

 （以下省略） 

 

 

 

地方独立行政法人茨城県西部医療機構評価委員会条例 

（所掌事務） 

第１条の２ 委員会は、法第 11条第２項各号（同項第６号を除く。）に掲げる事務をつかさどるほ

か、同項６号の規定により、次に掲げる事項について意見を述べることができる。 

(１) 法第 26条第１項に規定する中期計画の作成及び変更に関すること。 

(２) 法第 28条第１項第１号に規定する当該事業年度における業務の実績並びに同項第３号に規定

する当該事業年度における業務の実績及び中期目標の期間における業務の実績に関すること。 
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